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○

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）
（
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
及
び
航
空
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
）

（
航
空
法
等
の
適
用
除
外
）

第
百
七
条

航
空
法
中
第
十
一
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
、

第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
、
第
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
四
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
三
項
及
び
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
十
二
条
の
二
、
第
百
三
十
二
条
の
五
、
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
、
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
（
第
一
項
を
除
く
。
）

か
ら
第
百
三
十
二
条
の
八
十
九
ま
で
並
び
に
第
百
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
並
び
に
そ
の
航
空
機
に
乗
り
組
ん

で
運
航
に
従
事
す
る
者
及
び
同
乗
す
る
者
並
び
に
自
衛
隊
が
設
置
す
る
飛
行
場
及
び
航
空
保
安
施
設
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

（
略
）

３

自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
及
び
そ
の
航
空
機
に
乗
り
組
ん
で
運
航
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
の
航
空
法
第
六
章
及
び
第
十
一
章
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
を
除
外
さ
れ
る
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

航
空
法
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
九
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十
二

条
の
二
、
第
八
十
四
条
第
二
項
、
第
八
十
八
条
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
二
条
（
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
二
条
の
九
十
、
第
百

三
十
二
条
の
九
十
一
及
び
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十

九
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
七
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
又
は
第
八
十
三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
衛
隊
の
航
空
機
及
び
航
空
機
に
乗
り
組
ん
で
運
航
に
従
事
す
る
者

並
び
に
自
衛
隊
の
行
う
同
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

５
～
８

（
略
）

○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
航
空
法
第
六
章
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
百
四
十
九
条

自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
（
以
下
「
自
衛
隊
航
空
機
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
航
空
機
に
乗
り
組
ん
で
運
航
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
の
航

空
法
第
六
章
（
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
さ
れ
る
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
空
法

の
規
定
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

防
衛
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
自
衛
隊
の
航
空
機
に
つ
い
て
は
、

第
六
十
三
条

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
量

こ
れ
ら
の
者
が
協
議
し
て
定
め
る
量

自
衛
隊
法
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
二

条
の
二
若
し
く
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
自
衛
隊
の
行
動
又
は
訓
練
の
た
め
や

第
六
十
四
条

国
土
交
通
省
令

む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
防
衛
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
て
定
め

る
場
合
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令

当
該
事
故
が
自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
に
つ
い
て
発
生
し
た
航
空
事
故
（
自
衛
隊

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

の
使
用
す
る
航
空
機
と
自
衛
隊
以
外
の
者
が
使
用
す
る
航
空
機
と
の
間
に
発
生
し
た

第
七
十
六
条
第
一

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

項

た
だ
し
、
機
長
が
報
告
す
る
こ
と
が
で
き

た
だ
し
、
機
長
の
報
告
に
代
え
て
、
防
衛
大
臣
が
そ
の
旨
の
通
報
を
行
う
こ
と
を
妨

な
い
と
き
は
、
当
該
航
空
機
の
使
用
者
が

げ
な
い
。

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
態
が
自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
に
つ
い
て
発
生

し
た
事
態
（
自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
と
自
衛
隊
以
外
の
者
が
使
用
す
る
航
空
機

第
七
十
六
条
の
二

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

と
の
間
に
発
生
し
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

離
陸
し
、
又
は
着
陸
し
よ
う
と
す
る
場
所
が
地
上
若
し
く
は
水
上
の
人
若
し
く
は
物

第
七
十
九
条
た
だ

国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合

件
又
は
他
の
航
空
機
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
防
衛
大
臣
が
認
め
た
と
き

し
書

は
、

は
、

第
八
十
四
条
第
二

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

防
衛
大
臣
が
定
め
る

項第
八
十
八
条

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

防
衛
大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る

（
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
航
空
法
の
適
用
除
外
）

第
百
五
十
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
防
衛
大
臣
が
告
示
し
た
区
域
及
び
そ
の
上
空
の
空
域
に
お

い
て
行
動
す
る
自
衛
隊
航
空
機
に
つ
い
て
は
航
空
法
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
九
条
か
ら
第
八
十
一
条
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ま
で
、
第
八
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
四
条
第
二
項
、
第
八
十
八
条
、
第
九
十
一
条
及
び
第
九
十
二
条
（
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
は
、
自
衛
隊
の
行
う
同
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（
当
該
上
空
の
空
域
以
外
の
空
域
に
あ
る
同
項
の
空
域
に
お
け
る

航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
同
項
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
よ
う
と
す
る
区
域

を
直
ち
に
国
土
交
通
大
臣
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
二
項
若
し
く
は
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立

並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
十
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
部
隊
等
が
撤
収
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
し
た
区
域
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

○

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
（
抄
）
（
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
及
び
航
空
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
）

（
飛
行
の
方
法
）

第
百
三
十
二
条
の
八
十
六

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
飛
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
当
該
無
人
航
空
機
の
正
常
な
飛
行
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
間
に
お
い
て
飛
行
さ
せ
な
い
こ
と
。

二

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
無
人
航
空
機
が
飛
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
そ
の
他
飛
行
に
必
要
な
準
備
が
整
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
後
に
お
い
て
飛
行
さ
せ
る
こ
と
。

三

航
空
機
又
は
他
の
無
人
航
空
機
と
の
衝
突
を
予
防
す
る
た
め
、
無
人
航
空
機
を
そ
の
周
囲
の
状
況
に
応
じ
地
上
に
降
下
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
飛
行
さ
せ
る
こ
と
。

四

飛
行
上
の
必
要
が
な
い
の
に
高
調
音
を
発
し
、
又
は
急
降
下
し
、
そ
の
他
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
よ
う
な
方
法
で
飛
行
さ
せ
な
い
こ
と
。

２
～
５

（
略
）

（
事
故
等
の
場
合
の
措
置
）

第
百
三
十
二
条
の
九
十

次
に
掲
げ
る
無
人
航
空
機
に
関
す
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
は
、
直
ち
に
当
該
無
人
航
空

機
の
飛
行
を
中
止
し
、
負
傷
者
を
救
護
す
る
こ
と
そ
の
他
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

無
人
航
空
機
に
よ
る
人
の
死
傷
又
は
物
件
の
損
壊

二

航
空
機
と
の
衝
突
又
は
接
触

三

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
無
人
航
空
機
に
関
す
る
事
故

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
は
、
当
該
事
故
が
発
生
し
た
日
時
及
び
場
所
そ
の
他
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
百
三
十
二
条
の
九
十
一

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
は
、
飛
行
中
航
空
機
と
の
衝
突
又
は
接
触
の
お
そ
れ
が
あ
つ
た
と
認
め
た
と
き
そ
の
他
前
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
態
が
発
生
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


